
別記様式２ （　R8 年 4月 28日現在）

内線

附属機関等の名称 北海道立総合博物館協議会

設置年月日

設置根拠

設置目的

委員構成 １ 委員(構成員)数 7 名　　　　 　【定  数： 7 名】

   （うち女性委員）　 3 名

   （うち公募委員）　　 名　　　　　 【公募枠： 名】

  　現在委員を委嘱していない場合はその理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２ 部会等の設置状況

名称 委員数（うち女性委員）

アイヌ民族文化研究センター
専門部会

6名（うち女性3名）

会議の公開

状況 　公開・非公開・一部非公開・未決定の別　 公開

　公開できない理由（非公開・一部非公開の場合）

平成27年8月1日

北海道立総合博物館条例

＜目的＞

北海道立総合博物館の事業を円滑かつ適正に行うため、知事の諮問に答えるととも
に、北海道博物館の運営や事業などに対して幅広く意見を具申し、評価を行い、その
結果を公表する役割を担う。

＜所掌事項、議題等＞

（１）知事の諮問に応じ、北海道立総合博物館の事業に関する重要事項を調査審議す
ること。
（２）北海道立総合博物館の運営や事業などに対して幅広く意見を具申すること。
（３）北海道博物館の事業に関する外部評価を行い、その結果を公表すること。

附属機関等の概要

担当部課名　 環境生活部文化振興課 24-404

「附属機関」、「懇談会」の別 附属機関


